
単価 請負予定金額

（円） （円）

２　事業期間

自

至

３　選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

適用削除の区分

×

×

×

×

×

×

× 前金払　　　分の　以内　　　　　　

×

× 部分払　　回以内　　　　　

×

４　支給材料及び貸与物件

引渡予定場所

（案）

選択項目 選択条項

契約保証金の納付 　第４条第１項第１号

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券の提供 　第４条第１項第２号

銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 　第４条第１項第３号

総計

消費税及び地方消費税額

令和９年３月31日

請負予定数量

（m3）

契約締結日の翌日

公共工事履行保証証券による保証 　第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 　第４条第１項第５号

製 品 生 産 事 業 請 負 契 約 書

最終検知

10

事業名 請負物件

１　事業名、請負物件、請負予定数量、請負単価、請負予定金額及び事業場所（入札金額内訳）

素
材
等
検
知
業
務
請
負
　
木
曽
２

1,280

合計

事業場所

計

　人工林検知 4,040

5,340

支給材料及び貸与品 　第１５条

　第３５条第１項

中間前金払 　第３５条第３項

　第３８条

国庫債務負担行為に係る契約の特則 　第４０条

品質規格

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては別紙を添付する。

数量 引渡予定月日品名

　自動選別機検知

　層積検知 10

　人工林小径木本数検知

木曽官材市売
協同組合

荻原土場ほか



５　特約事項

　　　は適用しない。

　本契約の証として本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　年　月　日

発注者 住所 長野県木曽郡上松町正島町１-４-１

氏名 分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署長　

請負者 住所

氏名

（１）本契約は単価契約とし、請負代金の確定については、製品生産事業中部森林管理局仕様書

　 （以下「仕様書」という。）第39条を適用する。

（３）仕様書（別紙）製品生産事業請負実行管理基準第５(1)(b)（請負事業進行報告書の作成及び提出）

（２）約款第18条第６項(数量による変更契約)は適用しない。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和　年　月
日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこ
れを履行するものとする。
　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を協
同連帯して請け負う。



                                                       

素材等検知業務請負 木曽２ 特記仕様書 

 

本業務は、請負契約書、国有林野事業製品生産事業請負契約約款及び製品生産事業中部森林管理局仕様書によるほか、本特記仕様書に基づき実施しなけ

ればならない。 

 

１ 本業務の概要は次のとおりとする。 

 

作業名 

 

作 業 内 容 

 

作 業 量  

 

作業予定期間 

 

 

 

 

素材検知 

・素材の計測（日本農林規格に基づく長級及び径級の測定） 

・樹種別区分 

・品等・品質の区分格付け 

・元玉・中玉の区分 

・表示（層積検知に当たっては測定箇所の明示を含む） 

・野帳等（素材椪積検知野帳）への記入 

・材積計算・集計及び野帳との照合 

・指定野帳への入力 

・附帯する業務 

 

最終土場  

人工林検知          4,040ｍ3 

自動選別機検知          1,280ｍ3 

人工林小径木本数検知      10ｍ3 

層積検知            10ｍ3 

 5,340ｍ3 

 

 

 

契約締結日の翌日 

～ 

令和９年３月 31 日 

 

２ 素材検知業務の実施にあたっては、以下のとおり厳守することとする。 

 

  ア 同種の業務に３年以上従事した経験がなければならない。 

ただし、経験期間に満たない者に前記技術者が直接指導できる場合は経験を要しない。 

  イ 製品生産箇所から搬入された素材については、原則３日以内に長径級等の計測及び木口表示（木曽ヒノキ等の品等格付けを要する素材含む）を実施

すること。 

  ウ 長径級等の計測及び木口表示（木曽ヒノキ等の品等格付けを要する素材含む）を完了した素材については、速やかに椪積みを行うよう巻立事業者と

打合せを実施すること。 

  エ 椪積みされた素材については、原則２日以内に指定野帳への記載を実施し、完了後は速やかに野帳を提出すること。 

  オ 祝休日等によりやむを得ない場合など、上記によりがたい場合は監督員と協議し、指示を受けること。 

 



 

３ 次の樹種（パルプ材）については本数検知とし、樹種毎・長級毎の径級は以下によることとする。 

(1)人工林ヒノキ （径級１４ｃｍ未満） 

(2)人工林サワラ （径級１４ｃｍ未満） 

(3)人工林スギ  （径級１４ｃｍ未満） 

(4)人工林カラマツ（径級１３ｃｍ未満） 

 

樹種 長級（ｍ） 径級（ｃｍ） 

人工林ヒノキ  （径級１４ｃｍ未満） 3.0 11 

〃 4.0 10 

人工林サワラ  （径級１４ｃｍ未満） 3.0 11 

〃 4.0 10 

人工林スギ   （径級１４ｃｍ未満） 3.0 10 

〃 4.0 10 

人工林カラマツ （径級１３ｃｍ未満） 3.0 10 

〃 4.0 10 

 

４ 層積による素材検知は次の方法による。 

 

 ア 集積された状態の１椪毎の体積をセンチメートルにより実測（長さ、高さ及び幅）して計算する。 

 

 イ 換算係数は、０．５７４とする。（２ｍパルプ材Ｎ） 

 

５ 貸与図書、資料及び物品は次のとおりとする。 

・中部森林管理局 素材検知業務提要 

 

 

 



木曽官材市売協同組合 荻原土場 位置図 
 

 
 

 

荻原土場 

荻原土場 



木曽森林管理署 薮原土場 位置図 

 
 

 

薮原土場 

薮原土場 


